
柏
井

公
民

館
（全

日
※

1
）

大
柏

出
張

所
（月

～
金

）※
祝

日
を
除

く

大
野

公
民

館
（全

日
※

１
）

大
柏

川
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

（全
日

）

西
部
公
民
館

（全
日

※
1
）

曽
谷

公
民

館
（全

日
※

1
）

国
府
台
市
民
体
育
館

（全
日

）
※

毎
月

の
最

終
月

曜
日

は
閉

場
日

祝
日

の
場

合
は
、
前

週
の
月

曜
日

が
閉

場
日

信
篤

公
民

館
（全

日
※

1
）

市
川
公
民
館

（全
日

※
1
）

菅
野
公
民
館

（全
日

※
1
）

市
川
駅
南
公
民
館

（全
日

※
1
）

全
日

警
ホ
ー
ル

（全
日

）
※

毎
月

第
2
・第

4
月

曜
日

は
休

館
日

第
2
・第

4
月

曜
日

が
祝

日
の
場

合
、
翌

平
日

が
休

館
日

東
部

公
民

館
（全

日
※

1
）

若
宮

公
民

館
（全

日
※

1
）

鬼
高

公
民

館
（
全
日
※
1
）

医
療
法
人

社
団

N
C

の
へ
ク
リ
ニ
ッ
ク
１
階

事
務

所
（月

～
金

）

八
幡
市

民
交

流
館

（全
日

※
1
）

市
川
市
文
化
会
館

（全
日

）※
第

2
・4

火
曜

日
は
休

館
日

本
行
徳
公
民
館

（全
日

※
1
）

幸
公
民

館
（全

日
※

1
）

塩
浜

市
民

体
育

館
（全

日
）

※
毎
月
の
最
終
月
曜
日
は
閉

場
日

祝
日
の
場
合
は
、
前
週
の
月

曜
日

が
閉

場
日

地
域

ケ
ア
行

徳
（月

～
金

）

涼
み
処

の
位
置

（令
和

8
年

4
月
1
日
時
点
）

南
行
徳
公
民
館

（全
日
※
1
）

市
川

市
役

所
第

１
庁

舎
（月

～
金

）※
祝

日
除

く

…
給
水
機
を
設
置
し
て
い
る
市
の
施
設

※
１
：
毎
月
最
終
月
曜
日
と祝

日
は
休
館
日
。祝

日
が
日
曜
日
の
場
合
は
振
替
休
日
の
日
が
休
館
日
。

地
域
ケ
ア
南
行
徳
第

2
（月

～
日

）※
最

終
月

曜
は
休

み

市
川

市
役

所
第

２
庁

舎
（月

～
金

）※
祝

日
除

く

※
2：

ご
利
用
で
き
る
時
間
帯
や
、詳

し
い
施
設
の
情
報
に
つ
い
て
は
随
時
更
新
中
！
市
川
市

W
ebペ

ー
ジ
よ
りご
確
認
くだ
さ
い
。
市
川
市

涼
み
処

千
葉

県
現

代
産

業
科

学
館

（火
～

日
）

※
月

曜
日

が
祝

日
又

は
振

替
休

日
の
場

合
は
閉

館
し
、

そ
の
翌

日
が
休

館

ニ
ッ
ケ
コ
ル
ト
ン
プ
ラ
ザ
本

館
（全

日
）※

毎
年

2
月

及
び

9
月

の
第

一
月

曜
日

は
休

館
た
だ
し
、
第

二
月

曜
日

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

ベ
ル
ク
フ
ォ
ル
テ
行

徳
店

（月
～

土
）

市
川

駅
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（月
～
土
）※

祝
日
除
く

国
府
台

あ
い
ね
す
と

（火
～

日
）※

月
曜

が
祝

日
の
場

合
は
翌

日
が
休

館
日

行
徳
支
所

（月
～

金
）※

祝
日

除
く

行
徳
公
民
館

（全
日

※
1
）

市
川
市
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
本
館

（
火

～
日

）※
月

曜
が
祝

日
の
場

合
は
翌

日
は
休

館
日

市
川

歴
史
博
物
館

（火
～
日

）※
月

曜
が
祝

日
の
場

合
は
翌

日
が
休

館
日

市
川
考
古
博
物
館

（火
～

日
）※

月
曜

が
祝

日
の
場

合
は
翌

日
が
休

館
日

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ａ
南
行
徳

（全
日
）※

元
旦

を
含

む
臨

時
休

業
日

を
除

く

南
行
徳

市
民

セ
ン
タ
ー

（月
～

金
）※

祝
日
を
除
く



「熱中症」は屋外だけでなく室内で何もしていないときでも、どなたでも、発症し、
場合によっては死亡することもあります。
熱中症について正しい知識を身につけて、体調の変化に気をつけてましょう。

また、暑さをしのぐ場所として、いつでもお休みできる「涼み処」をご用意して
います（マップはウラへ）。

「高齢者のための熱中症対策 リーフレット」（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou

/nettyuu/nettyuu_taisaku/pdf/heatillness_leaflet_senior_2022.pdf）

をもとに市川市作成

「熱中症の予防、対処等 リーフレット」（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou
/nettyuu/nettyuu_taisaku/pdf/necchushoyobou/necchushoyobou.pdf）

をもとに市川市作成
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